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○小樽市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 

平成１３年３月２６日 

規則第６号 

最近改正 平成２５年１月２９日規則第１号 

平成２９年３月１０日規則第６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、小樽市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年

小樽市条例第１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（会派届） 

第２条 条例第３条の規定による届出は、会派届（様式第１号）によるものと

する。 

（交付申請） 

第３条 条例第４条第４項及び条例第５条第４項の規定による申請は、政務活

動費（追加）交付申請書（様式第２号）により議長を経由して行わなければ

ならない。 

（返還届） 

第４条 条例第５条第４項及び条例第１０条の規定による届出は、政務活動費

返還届（様式第３号）により議長を経由して行わなければならない。 

（交付額又は返還額の決定） 

第５条 市長は、前２条の規定により申請又は届出があったときは、当該会派

について交付すべき、又は返還すべき政務活動費の額を決定し、その額を当

該会派に交付し、又は返還させるものとする。 

（収支報告書） 

第６条 条例第８条第１項の報告書は、政務活動費収支報告書（様式第４号）
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とする。 

附 則 

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平２５．１．２９規則１） 

（施行期日） 

１ この規則は、地方自治法の一部を改正する法律（平成２４年法律第７２号）

附則第１条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。 

（平成２５年政令第２７号で平成２５年３月１日から施行） 

（経過措置） 

２ この規則の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後

に提出する会派届、政務活動費（追加）交付申請書、政務活動費返還届及び

政務活動費収支報告書から適用し、施行日前にこの規則による改正前の小樽

市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により提出した会派届、

政務調査費（追加）交付申請書、政務調査費返還届及び政務調査費収支報告

書については、なお従前の例による。 

附 則（平２９．３．１０規則６） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

 


